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第７章 地球温暖化対策 
 

１．地球温暖化問題をめぐる動き 

地球温暖化問題は、産業革命以降、人間活動に伴って急激に増えた化石燃料使用の結

果、大気中に大量に排出された二酸化炭素等の温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの

増加を引き起こし、自然の生態系及び人類に深刻な影響を及ぼすと言われています。 

我が国においては、京都議定書の採択を受け、2008 年から 2012 年の間に二酸化炭素

をはじめとする温室効果ガスを 1990 年レベルから 6％削減することを目標と定められ

ました。また、2015 年には 2020 年度以降の気候変動に関する国際的枠組「パリ協定」

が採択され、日本は 2030 年において温室効果ガスを 2013 年度比で 26％を削減するこ

とを中期目標とし、また長期目標として 2050 年までに温室効果ガス排出を全体として

ゼロにする(※)、いわゆる 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す

ことを宣言しました。さらに、2021 年には 2030 年度における削減目標を 46%以上とし、

50％を目指すことを盛り込んだ政府の「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。 

本市では、平成 11 年（1999 年）年 4 月に施行された「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」の第 21 条において、地方公共団体はすべての事務・事業から排出される温室

効果ガスの削減に取り組むよう、その措置に関する計画の策定が義務付けられ、本市に

おいても平成 20 年 3 月に「橿原市地球温暖化対策推進実行計画」を策定しました。ま

た、策定時より社会情勢が大きく変化しており、これに対応するため令和 7 年 3 月に計

画を改定しました。 

(※)「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素等温室効果ガスの排出量から、森林な

どによる吸収量を差し引いてゼロを達成することを意味しています。 

 
２．橿原市地球温暖化対策推進実行計画 

（１）過去の実行計画について 

① 橿原市地球温暖化対策推進実行計画（第１次）について 

基準年度を平成 18 年度とし、計画期間は平成 20 年度から平成 24 年度の 5 年間、

目標年度は平成 24 年度でした。対象は、本市すべての事務（非事業系）・事業活動（廃
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棄物処理事業、上水道事業、火葬業務）です。 

事務系においては、目標年度において基準年度と比べ 10.2％削減することが出来、

目標（3％以上）を達成しました。事業系においては、管理部門を除き市民サービス

の低下につながらない範囲で取り組み、努力目標として、平成 18 年度の状況を悪化

させないことと定められていましたが、目標年度において基準年度と比べ、10.7％削

減することが出来ました。 

② 橿原市地球温暖化対策推進実行計画（第２次）について 

  基準年度を平成 23 年度とし、計画期間は平成 25 年度から平成 29 年度までの 5 年

間、目標年度は平成 29 年度でした。対象は、本市すべての事務（非事業系）・事業活

動（廃棄物処理事業、上水道事業、火葬業務）です。  

  事務系においては、目標年度において基準年度と比べ 9.6％削減することが出来、

目標（3％以上）を達成しました。事業系においては、管理部門を除き市民サービス

の低下につながらない範囲で取り組み、努力目標として、平成 23 年度の状況を悪化

させないことと定められていましたが、目標年度において基準年度と比べ、5.4％削

減することが出来ました。 

③ 橿原市地球温暖化対策推進実行計画（第３次）について 

  基準年度を平成 25 年度とし、計画期間は平成 30 年度から令和 12 年度までの 13 年

間、目標年度は令和 12 年度でした。対象は、本市すべての事務（非事業系）・事業活

動（廃棄物処理事業、上水道事業、火葬業務）です。  

  計画期間満了前に改定を行ったため、目標年度での評価はできませんが、改定時に

おける実績である令和 5 年度において、基準年度比で事務系 32.3％、事業系 20.3％、

全体 23.9％の排出量を削減することができました。 

 
（２）実行計画の期間・基準年度・目標年度・対象 

  基準年度を平成 25 年度とし、計画期間は令和 7 年度から令和 12 年度の 6 年間、目

標年度を令和 12 年度としました。 

  対象は、本市すべての事務（非事業系）・事業活動（廃棄物処理事業、上水道事業、

火葬業務）及び指定管理者です。 
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（３）温室効果ガスの対象範囲 

  対象範囲は二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフル

オロカーボン（HFC）で、本市事業においては絶縁機器からの漏洩であるパーフルオ

ロカーボン（PFC）や六フッ化硫黄（SF6）は確実に回収し適切に処理されることから

対象から除外されています。 

 

（４）削減目標 

  事務系、事業系共に平成 25 年度を基準として、令和 12 年度で 46％以上の削減を

目標に定めています。 

 
３．市の事務・事業活動に伴う温室効果ガス排出量の現況 

基準年度である平成 25 年度の本市の事務・事業活動に伴う温室効果ガス排出量は

26,738 t－CO2、うち事務系（非事業系）に伴う排出量は 8,738 t－CO2、事業系（廃棄

物処理事業、上水道事業、火葬業務）に伴う排出量は 18,000t－CO2でした。 

令和 6 年度における本市の事務・事業活動に伴う温室効果ガス排出量は 25,854t－CO2

でした。うち、事務系（非事業系）に伴う排出量は 6,480t－CO2、事業系（廃棄物処理

事業、上水道事業、火葬業務）に伴う排出量は 19,374t－CO2であり、基準年度に比べ事

務系は減少していますが、事業系は増加しています。 

 
表７－１ 事務・事業活動に伴う温室効果ガス排出量（t－CO2） 

 
平成 25 年度 

（基準年度） 
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

令和 12 年度 

目標値 

事務系 8,738 7,557 6,955 6,084 5,943 6,480 4,718 

事業系 18,000 20,655 20,755 17,593 17,358 19,374 9,720 

合 計 26,738 28,213 27,710 23,676 23,301 25,854 14,438 
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４．節電対策 

 （１）夏季の省エネルギー対策 

省エネルギーによる地球温暖化防止を目的に、市役

所の全職場において「夏のエコスタイル」を実施して

います。実施期間中は、市の施設では冷房の目安を執

務室内の温度を 28℃とし、冷房が過度にならないよう

に温度調節に努めています。また、職場において職員

は暑さをしのぎやすい軽装（ノー上着、ノーネクタイ）で勤務しています。 

 
（２）空調室外機の日除け・室内への入熱対策 

使用電力の削減を目的に、空調室外機に直射日光が当らないように、よしずやカ

バーの設置を推奨しています。また、室内の温度上昇を抑える為の入熱対策として、

グリーンカーテンやよしず、すだれ、遮光ネット等も推奨しています。 

 
（３）冬季の省エネルギー対策 

   市の施設では執務室内の温度を 20℃程度にし、防寒対策として、社会一般の見

地からの服装に配慮した「ウォームビズ」を心がけるよう取り組んでいます。 

 
５．エコドライブ 

本市では、「橿原市地球温暖化対策推進実行計画」に基づき、公用車の適切な利用

と効率的な走行をするため、エコドライブ推進をしています。 

 

６．グリーンカーテンの取組み 

グリーンカーテンで窓を覆うと、太陽の日差しを遮り、室内の温度上昇を抑えるこ

とができ、さらに、植物の蒸散作用による冷却効果によって冷房の使用抑制にもつな

がります。 

市内の公立保育所・幼稚園・小学校・中学校もグリーンカーテンの設置に取り組ん

でいます。 
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７．公共施設の太陽光発電設備設置 

 市では「橿原市環境総合計画」や「橿原市地球

温暖化対策推進実行計画」に基づき、公共施設へ

の再生可能エネルギーの導入を進めています。こ

れにより二酸化炭素排出削減を図っています。耳

成西小学校、金橋小学校、子ども総合支援センタ

ー、かしはら安心パーク、観光交流センター、リサイクル館かしはら、浄化センター、

第３こども園に設置しています。 

 
8．橿原市地球温暖化対策地域協議会“エコライフかしはら” 

  環境活動を展開している市民団体や事業者、及び行政等の幅広い連帯と協働によっ

て、次世代にわたり、住み良い豊かな橿原市を目指すことを目的として、平成 22 年

10 月に橿原市地球温暖化対策地域協議会を結成しました。地域協議会では、橿原市

の環境と地球の将来を考え、市民に対する啓発活動を展開しています。 

 


